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第１１回秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会議事録

○開催概要

１ 日 時 平成２４年１１月６日(火) 14：00～14：30

２ 場 所 秋田市役所 議場棟１階 第三・四委員会室

３ 委員の定数 １７名

４ 出席委員 １５名

折田 仁典 委員、井上 正鉄 委員、野口 秀行 委員、

澤田 享 委員、恒松 良純 委員、宇佐見 康人委員、

近藤 佳樹 委員、石塚 小枝子委員、高井 志津子委員、

田口 正人 委員、加藤 一成 委員、赤田 英博 委員、

佐々木 文勝委員、瀬戸下 伸介委員、中村 謙治 委員

５ 欠席委員 ２名

蒔田 明史 委員、嘉藤 潔 委員

６ 議 事 録 署 名 委 員 井上 正鉄 委員、瀬戸下 伸介委員

○次第

１ 開会

２ 委員紹介

３ 副市長あいさつ

４ 議題

(1) 会長選任

(2) 会長職務代理者指名

(3) 議事録署名委員指名

(4) 専門部会長指名

(5) 専門部会委員指名

５ その他

６ 閉会

○資料

１ 次第

２ 審議会委員名簿

３ 審議会幹事名簿

４ 会長の選任等について

５ 専門部会の設置について

６ 専門部会長・委員構成案（景観形成専門部会・都市緑化推進専門部会）

７ 景観重要建造物等保存事業費補助金（報告資料）

８ 保存樹指定解除一覧（報告資料）
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○審議内容

４ 議題

(1) 会長選任

(2) 会長職務代理者指名

(3) 議事録署名委員指名

(4) 専門部会長指名

(5) 専門部会委員指名

(1)会長選任

佐々木幹事 会長職については、秋田市都市環境の創造および保全に関す

る基本条例第11条第２項の規定により、会長は委員の互選に

よって定めることとしているが、いかがしたらよいか。

佐々木委員 これまで当審議会会長を務めていただき、都市計画を含めた

まちづくり全般の経験、知識が豊富で幅広い見識のある折田委

員を会長に推薦する。

佐々木幹事 折田委員のご推薦がありましたが、他にご推薦はありますか。

折田委員の他にご推薦がないことから、折田委員を会長とす

ることで異議はないか。

各委員 異議なし

佐々木幹事 異議がないようであり、審議会長は折田委員に決定する。

(2) 会長職務代理者指名

折田会長 秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例第11条第

４項に基づく会長職務代理者を指名する。

会長職務代理者は、井上委員にお願いする。

井上委員 了承

(3) 議事録署名委員指名

折田会長 学識経験者と行政機関から、井上委員と瀬戸下委員に議事録

署名委員をお願いする。

両委員 了承

(4) 専門部会長指名および（5）専門部会委員指名

折田会長 当審議会は、専門の事項を処理するため、景観形成専門部会
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と都市緑化推進専門部会を置いており、この専門部会の構成等

については、事務局より説明をお願いする。

また、部会長および専門部会の委員構成について、事務局で

案がありましたら、私の方で確認の上、指名するので、説明と

併せて案の提示もお願いする。

事務局 （専門部会について説明）

（会長へ「部会長・委員構成案」を渡す）

折田会長 部会長・委員構成案について、各委員へ配付してください。

事務局 （各委員へ配付）

折田会長 部会長および委員構成案について、事務局より説明はあるか。

事務局 （部会長・委員構成案について説明）

折田会長 部会長および委員構成案については、部会審議が円滑に進む

よう、考慮しており、景観形成専門部会長に恒松委員、都市緑

化推進専門部会長に井上委員を指名する。

両委員 了承

折田会長 専門部会委員の指名については、委員構成案のとおり指名す

るので各委員には、それぞれの専門部会での調査・審議をよろ

しくお願いする。

委員一同 了承

５ その他

折田会長 次に、その他事項として事務局から何かあるか。

事務局 「景観重要建造物等保存事業費補助金」および「保存樹指定

解除」について報告

６ 閉会
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これは、平成２４年１１月６日に開催された「第１１回秋田市都市環境の創

造および保全に関する審議会」の議事録である。


